
 

 

災害又は事故における中部地方整備局管内の 

緊急的な応急対策の支援に関する協定書 
 

国土交通省中部地方整備局長（以下「甲」という。）と一般社団法人長野県電設業

協会長、一般社団法人岐阜電業協会長、一般社団法人静岡県電業協会長、一般社団法

人愛知電業協会長、一般社団法人三重電業協会長（以下「乙」という。）は、災害又

は事故（そのまま放置すれば、直ちに災害につながるおそれがある場合に限る。）に

おける中部地方整備局が行う緊急的な応急対策（以下「業務」という。）の支援に関

し、次のとおり協定する。 

 

（目 的） 

第１条 この協定は地震・大雨等、異常な自然現象及び予期できない災害又は事故の

場合で、中部地方整備局管内(各県内)において発生した災害又は事故の緊急的

な応急対策を行い、電気設備等の機能確保又は回復を図ること及び他地域での

災害に対し、中部地方整備局がテックフォース活動を実施する場合に協力する

ことを目的とする。 

 

（業務の支援範囲） 

第２条 業務の支援範囲は中部地方整備局管内とする。 

    ただし、甲が特に必要と判断し乙の了解を得た場合、中部地方整備局管外業

務も支援範囲とすることができるものとする。 

 

（業務の内容） 

第３条 甲又は甲の所掌する事務所、管理所及びメンテナンスセンター（以下「事務

所等」という。）の長は、所管施設等に被害が発生し、必要と認めるときは、

被災状況に応じて、乙の会員を特定し、出動要請を行うものとする。 

２ 甲又は事務所等の長は乙の会員を特定する際に使用可能な建設資機材の状

況、作業可能人員に関する情報等を乙に求めることができるものとする。 

 なお、甲からの要請があった場合は、その時点での情報を報告するものとす

る。 

報告様式は、第８項又は第９項での報告様式を活用するものとする。 

３ 甲又は事務所等の長は乙の会員へ出動要請を行った際、乙の会員に「出動要

請書」を発出するとともに、その状況を乙に通知するものとする。 

４ 乙の会員は、甲又は事務所等の長からの出動要請があった場合、出来る限り

速やかに各県内の所管施設等の被災状況を調査し、甲又は事務所等の長の指示

により、当該業務を実施するものとする。 

 

 

 



 

 

 

５ 中部地方整備局が、テックフォース活動を開始し、甲の出動要請があり、乙

の了解を得た場合、乙の会員は同活動を迅速かつ円滑に実施するため、可能な

限りテックフォース隊とともに被災地へ向かい同活動の支援を行うものとす

る。 

６ 乙は、本協定に基づく支援が長期に亘り、甲の派遣要請があった場合、中部

地方整備局が設置する災害対策本部へ可能な限り情報連絡要員を派遣するもの

とする。 

７ 甲と乙は、相互の緊急時の連絡体制を整えるとともに、乙の会員への緊急時

の連絡体制を整え、締結から３か月以内に甲に報告するものとする。 

８ 乙は、会員の連絡体制及び会員が有する技術者、建設資機材等の員数につい

て６月末までに甲に報告するものとする。また、第５条に基づき協定の期間を

延長した場合についても同様とする。 

９ 乙の会員は、業務を迅速に実施できるよう、建設資機材及び必要な人員の確

保に努め、第８項の報告に大幅な変更が生じた場合は乙を通じて速やかに甲に

報告するものとする。 

 

（契約の締結） 

第４条 甲又は事務所等の長は、乙の会員に出動要請したときは、遅滞なく請負契約

等を締結するものとする。 

 

（有効期限） 

第５条 この協定の期間は、協定締結日より令和５年３月３１日までの期間とする。

ただし、期間満了の１ヶ月前までに甲、乙いずれからも申し出のない時は、 

この協定を更に１年間延長するものとし、その後も同様とする。 

 

（損害の負担） 

第６条 業務の実施に伴い、甲又は事務所等の長及び乙の会員の責に帰さない理由に

より、第三者に損害を及ぼした場合、又は建設資機材等に損害が生じた場合、

乙の会員は、その事実の発生後遅滞なく、その状況を書面により甲又は事務所

等の長に報告し、その処置について甲又は事務所等の長と協議して定めるもの

とする。 

 

（その他） 

第７条 この協定に定めのない事項又はこの協定に疑義が生じたときは、その都度、

甲、乙が協議してこれを定めるものとする。 

 

 

 




